
令和８年度 

都城市支援対象児童等見守り強化事業補助金募集要項 

 
 
※本事業は、国庫補助事業に基づいて行うものであるため、政令や要綱に応じて、事業内容等の変

更及び予算額の変更の可能性があります。 
 
都城市では、身近な地域での子どもの見守り体制の強化を図り、児童虐待の早期発見及び早期対

応を推進するため、居宅訪問等による支援対象児童等の状況把握や食事（食材）の提供等を通じた

子どもの見守りを実施する事業者に対して、補助金を交付します。 
 
１ 募集期間 ： 令和８年４月６日（月）～４月２４日（金） 
 
２ 補助対象事業 

都城市内に事務所を有し、活動している団体が実施する事業で、次の要件を全て満たす事業

が対象です。 

（１） 原則として１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者で、見守りが

必要であると市長が認める児童及び家庭（以下「支援対象児童等」という。）に対して実

施すること。 

（２） 概ね月１回以上、支援対象児童等の居宅を訪問するなどして、見守りを行いかつ、状

況の把握を行うこと。 

（３） 前号と併せて、食材等の提供（配達等を含む。）、及び支援対象児童等に対して基本的

な生活習慣の習得支援や生活指導又は学習習慣の定着等の学習支援を必要に応じて実施

すること。 

（４） これまでの活動実績から、都城市要保護児童対策地域協議会に参画する関係機関等と

連携できると認められるもの。 

（５） ４．応募要件を満たすこと。 

 

※以下に該当する場合は対象外です。 
① すでに国や地方公共団体等の補助を受けている事業 
② 営利を目的とした事業 
③ 宗教及び政治的活動等特定の活動を目的とした事業 

 

３ 補助対象期間 ： 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間 

 
４ 応募要件 
   以下の要件を全て満たす事業者が対象です。 

（１） ２．補助対象事業に定める要件を満たすこと。 
（２） 事業実施に当たり、ICT機器を活用した通信手段を用いて支援対象児童等の状況の把握 

を行うなど、感染症拡大防止の観点から工夫を行うこと。 



（３） 事業実施に当たり、衛生管理及び事故防止の徹底を図ること。 

（４） 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び都城市個人情報保護条例（平 

成18年条例第29号）を遵守し、直接又は間接的に知り得た個人情報の第三者への提供や目 

的外使用を行わないこと。事業終了後も同様とする。 

（５） 補助対象事業終了後も、自己資金及び自主財源等により事業の継続が可能であり、かつ 

支援対象児童等に関する情報について市と継続して共有及び連携を図ること。 

（６） 法令及び都城市の条例、規則、その他の規定を順守すること。 

 

※以下に該当する場合は対象外です。 
① 団体の役員又は経営に事実上参加している者が暴力団関係者と密接な関係がある場合 

② 市税その他地方公共団体または国から賦課された税の滞納がある場合 

 
５ 補助対象額 
   補助対象事業の実施に必要な経費で予算の範囲内で（１）～（７）に該当する経費を補助し

ます。 

    ※補助額の１，０００円未満の端数は切り捨てとなります。 
（１） 人件費 

     ・居宅訪問やこどもの状況把握等を行うスタッフの人件費等 

 （２） 役務費 

・電話代、データ通信料等 

・スタッフのボランティア保険等 

 （３） 賃借料 

・ＩＣＴ機器（パソコン、プリンタ、タブレット等）のリース費用 

・食料品の保管場所や会場使用に要する経費 

 （４） 需用費 

・食料品や日用品、その他事業に必要な消耗品等 

・居宅訪問や食料品配送等に係るガソリン代等 

・スタッフ等の能力向上のための書籍購入費用等 

・事業周知のためのチラシ作成費用 

（６） 光熱水費 
・食料品の保管や、会場使用に要する光熱水費 

（７） 備品購入費 

  ・市長が事業の遂行に必要と認める備品の購入に要する経費 

  ※１個当たりの金額が 100 千円未満のものに限る。 

（８） その他経費 
・居宅訪問や食料品配送等に係る交通費等 

・スタッフ等の能力向上のための研修講師謝礼等 

・その他市長が必要と認める経費 
 

※以下の経費は対象外です。 
・支援対象児童等の状況把握を行わない取組に係る経費 



・団体等の運営に係る職員の賃金や役員報酬 

・事業終了後においても資産価値が残存する物品（備品） 

・事業に直接必要とされない経費、使途が特定できない経費 
・通常より著しく高額と判断される経費 
・その他市長が補助対象とすることが適当でないと判断する経費 
 

６ 事業内容説明会について  
   事業への応募を検討している団体に対して、個別に事業内容についての説明会を実施いたし 

ます。日程を調整しますので、「１１ お問合せ先」まで電話またはメールにて御連絡くださ 
い。 
 

７ 提出書類・提出場所 
（１） 補助金等交付申請書 

（２） 法人等概要書（様式第１号） 

（３） 事業計画書（様式第２号） 

（４） 収支予算書（様式第３号） 

（５） 個人情報保護に関する誓約書（様式第４号） 

（６） 市税等の滞納のない証明書（市税の納税状況調査に同意する場合は、不要） 

 

 ※上記以外に、必要に応じて書類の提出をお願いすることがあります。 

※応募に要する経費は、すべて応募団体の負担とし、提出いただいた書類は、審査結果にか

かわらず返却いたしません。 

 

提出場所  都城市役所こども家庭課（〒885-8555 都城市姫城町6街区21号）宛てに郵送 

もしくは持参してください。 

 

８ 審査・決定 
   提出いただいた申請書等を基に都城市支援対象児童等見守り強化事業審査会にて審査し、補

助金の交付の可否等について決定します。審査の過程で、必要に応じてヒアリングやプレゼン

テーションを実施していただく場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

９ 補助事業者（団体）決定後の流れ 

 

※必要に応じて事業の進捗状況等の確認をする場合があります。 

 
１０ その他申請にあたっての留意事項  
   この募集要項のほか、詳細は「都城市支援対象児童等見守り強化事業補助金交付要綱」を確

認ください。（都城市ホームページに掲載 https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp） 
 
１１ お問合せ先 
    都城市役所 こども部 こども家庭課 こども家庭担当 

      住所：都城市姫城町６街区２１号   電話：0986-23-0964 

      E-mail：kodomokatei@city.miyakonojo.miyazaki.jp 

事業者（事業団体）      都城市要保護児童
     対策地域協議会

毎月、事業利用申込者を都城市要保護児童対策地

域協議会に報告

【提出書類】以下の書類すべて

・都城市支援対象児童等見守り強化事業利用申込者一覧

（様式第５号）

・事業利用相談票（様式第６号）
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の審査・決定

補助対象事業を実施し、その実施状況を都城市要

保護児童対策地域協議会に報告

【提出書類】以下の書類すべて

・月次実施状況報告書（様式第７号）

・支援対象児童等一覧（様式第８号）

・支援対象児童等見守り報告書（様式第９号）

実施状況及び適正

処理の確認
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事業完了後に実績報告をする

【提出書類】以下の書類すべて

・補助金等実績報告書

・支援対象児童等見守り強化事業報告書（様式第10号）

・収支決算書（様式第11号）
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